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諮問番号：令和７年度諮問第１４号 

答申番号：令和７年度答申第２１号 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論  

 

 ○○市福祉事務所長（以下「処分庁」という。）が、審査請求人に対して令和

５年７月２１日付けで行った生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」

という。）第２４条第９項において準用する同条第３項に基づく保護変更申請却

下決定処分（以下「本件処分」という。）の取消しを求める審査請求（以下「本

件審査請求」という。）は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査関係人等の主張の要旨 

 

１ 審査請求人 

賃借人である審査請求人は、賃貸人・管理会社である株式会社○○○○○○

○（以下「Ａ社」という。）の不手際によるトラブルやＡ社従業員の不適切行

為が続いたことに耐えられず、賃貸借契約の解除を申し出たものであり、転居

に伴う敷金等諸費用の支給を求める申請（以下「本件申請」という。）を行っ

たところ認められなかったことは不当であり、本件処分の取消しを求める。 

 

２ 審査庁 

本件審査請求は棄却すべきである。 

 

第３ 審理員意見書の要旨  

 

１ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は棄却されるべきである。 

 

２ 審理員意見書の理由 

（１）処分庁は、令和５年７月１０日付けで審査請求人から転居に伴う費用の 

支給を求めて本件申請があったものの、審査請求人が前住居（以下、「本件

住居」という。）の賃貸人であるＡ社に対し解約を申し出ており、生活保護

法による保護の実施要領について（昭和３８年４月１日付け社発第２４６

号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。）第７の４（１）カ及び

生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて（昭和３８年４月１日
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社保第３４号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。）第７

問３０答に照らし、敷金等の支給が認められないことから、同月２１日付

けで本件申請を却下する本件処分を行ったことが認められる。 

（２）審査請求人は、本件住居の賃貸借契約解除の理由は債務不履行による解 

除であることから、転居費用を支給しないとする本件処分は不当である旨

主張する。 

局長通知第７の４（１）カのとおり、敷金等については、「被保護者が転

居に際し、敷金等を必要とする場合」には、一定の範囲内において「必要な

額を認定して差しつかえないこと」とされている。また、「転居に際し、敷

金等を必要とする場合」について、課長通知第７問３０答１４のとおり、

「家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶

若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合」と

されている。さらに、課長通知第７問３５答のとおり、不動産手数料及び

保証料等については、敷金等として、必要やむを得ない場合は、転居に際

し必要なものとして認定して差しつかえないとされている。 

これを本件について検討すると、①審査請求人は、Ａ社との間で、貸主を

Ａ社、借主を審査請求人とし、本件住居について、契約期間を令和４年８

月１０日から令和６年８月９日までとする賃貸借契約を締結しており、貸

主から契約解除する場合は、あらかじめ解約する６ヶ月以前に書面にて通

知をすることが必要であるものの、Ａ社から審査請求人に対し、解約日の

６ヶ月以前に書面で通知した事実がないこと、②令和５年５月３１日、審

査請求人はＡ社に対し、同年７月３１日をもって本件住居を退居するとし

て、賃貸借契約を解約することを届け出たこと、③同年６月１９日、処分

庁はＡ社から、審査請求人が本件住居を退居することになった経過等を聞

き取り、審査請求人とＡ社の間で発生したトラブルにより、審査請求人か

ら退居を申し出たことをＡ社から確認したこと、④同年７月１０日、審査

請求人は処分庁に対し、本件住居からの引っ越し費用（仲介手数料等）と

して、住宅扶助９１,９００円の支給を求める本件申請を行ったこと、⑤同

月２０日、処分庁はケース診断会議を開催し、本件住居の賃貸借契約解除

は、審査請求人が解約を申し出て、Ａ社との間で合意解除又はこれに準じ

る賃借人の事由に基づく解除であることから、局長通知第７の４（１）カ

及び課長通知第７問３０答に照らし、敷金等の支給の可否を検討したとこ

ろ、敷金等の支給は認められず、本件申請の却下を決定したことが認めら

れる。 

これらの事実を踏まえると、本件住居の賃貸借契約終了の日である令和

５年７月３１日は、賃貸借契約書に定める契約期間内であるところ、当該

物件の貸主であるＡ社から審査請求人に対し、あらかじめ契約解除を通知
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した事実はない。これに対し、審査請求人はＡ社に対し、賃貸借契約を解

除する旨を申し出て、解約通知書を届け出ていることから、本件住居に係

る賃貸借契約は、借主である審査請求人から貸主であるＡ社が解除の申し

出を受けたことにより、令和５年７月３１日で終了したものと認められる。

したがって、審査請求人の転居については、家主が相当の理由をもって立

退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行った

ことにより、やむを得ず転居をする場合とは認められず、局長通知第７の

４（１）カ及び課長通知第７問３０答１４に照らし、本件申請を却下した

処分庁の判断に違法又は不当な点はなく、審査請求人の主張は採用できな

い。 

（３）以上を踏まえると、処分庁が行った本件処分に違法又は不当な点は認め

られない。 

（４）上記以外の違法性又は不当性についての検討 

他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

第４ 調査審議の経過 

 

 令和７年 ７月２９日 諮問の受付 

令和７年 ８月 １日 審査関係人に対する主張書面等の提出期限通知 

主張書面等の提出期限：８月１８日 

口頭意見陳述申立期限：８月１８日 

令和７年 ８月２２日 第１回審議 

令和７年 ８月２８日 審査庁に回答の求め（回答：令和７年８月２８日付 

○○第２２１４号） 

令和７年 ９月１９日 第２回審議 

令和７年１０月２２日 第３回審議 

 

第５ 審査会の判断  

  

１ 法令等の規定 

（１）法第１４条は、「住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持すること

のできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。一 住

居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの」と定めている。 

（２）局長通知第７の４（１）カは、「被保護者が転居に際し、敷金等を必要と

する場合で、オに定める特別基準額以内の家賃又は間代を必要とする住居

に転居するときは、オに定める特別基準額に３を乗じて得た額の範囲内に

おいて、特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差しつか
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えないこと。（後略）」と記している。 

   なお、局長通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の

９第１項及び第３項の規定による処理基準（以下「処理基準」という。）で

ある。 

（３）課長通知第７問３０答は、「「転居に際し、敷金等を必要とする場合」と

は、次のいずれかに該当する場合で、敷金等を必要とするときに限られる

ものである。」とした上で、１から１８までの場合を示し、７において「現

に居住する住宅等において、賃貸人又は当該住宅を管理する者等から、居

室の提供以外のサービス利用の強要や、著しく高額な共益費等の請求など

の不当な行為が行われていると認められるため、他の賃貸住宅等に転居す

る場合」と、１２において「病気療養上著しく環境条件が悪いと認められ

る場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住

に適さないと認められる場合」と、１４において「家主が相当の理由をも

って立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを

行ったことにより、やむを得ず転居する場合」と記している。 

（４）課長通知の第７問３５答は、「敷金等として、権利金、礼金、不動産手数

料、火災保険料、保証料を認定してよいか。」との問いに対し、「必要やむ

を得ない場合は、転居に際し必要なものとして認定して差しつかえない。」

と記している。なお、課長通知は処理基準である。 

 

２ 認定した事実 

  審査庁から提出された諮問書の添付書類（事件記録等）によれば、以下の事

実が認められる。 

（１）令和４年８月８日、審査請求人は、Ａ社から本件住居に係る建物賃貸借重

要事項説明書の説明を受け、受領した。同説明書には、家賃について月額「３.

９万円」、２年間の借家人賠償保険として「１２,０００円」、１年毎の更新

保証料として「１０,０００円」、契約期間について「２０２２年８月１０日

～２０２４年８月９日（２年）」と、更新に関する事項として「更新 可」

と、契約の解除については「契約後、貸主からの解約予告期間は６ヶ月以前、

借主からの解約予告期間は１ヶ月以前に書面にて通知」と記載されている。 

(２) 令和４年８月１０日、審査請求人は、Ａ社と本件住居について賃貸借契約

を締結した。 

（３）令和４年８月１８日、処分庁は、審査請求人に対し、法による保護を開始

した。 

(４) 令和５年６月１６日、審査請求人が処分庁に来庁し、「賃貸借契約解除に

ついて」なる文書を提出した。当該文書に「令和５年６月３０日をもって賃

貸借契約を解除する。」、「なお、賃借人は令和５年６月３０日迄に当該物件
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を明け渡す事とする」と記載があったことから、処分庁職員がＡ社に事情を

確認するため電話したところ、Ａ社担当者より、審査請求人とＡ社とのトラ

ブルを発端として審査請求人から賃貸借契約解約通知書の提出があったこ

と、契約解除にあたっては、Ａ社が前述の「賃貸借契約解除について」なる

文書を作成したが、審査請求人からの強い要望により、同文面に、「但し、

本契約解除は合意解除ではない。」との一文を記載したことについて説明が

あった。 

（５）令和５年６月２０日、審査請求人が処分庁に来庁し、Ａ社に転居費用を支

払うよう要求したが断られたと述べた。そして、処分庁の担当者に住宅扶助

（敷金等）支給について相談をしたところ、処分庁の担当者は、転居要件に

該当していないと考えられるため、支給は難しいと伝えた。 

審査請求人は、裁判を起こすことを考えている旨述べたが、処分庁担当者

は審査請求人に対し、同人は次の住居も決まっていない状態であり、裁判に

は相当の時間がかかるであろうことから、Ａ社に賃貸契約解除の撤回を申し

出るよう助言した。 

（６）令和５年６月２６日、審査請求人が処分庁に来庁し、賃貸借契約解除日を

令和５年７月末まで延長してもらうよう交渉することを考えていると述べ

た。また、審査請求人から再度転居費用支給について相談があったが、処分

庁担当者は、転居要件に該当していないと考えられるため支給は難しいと

改めて伝えた。 

（７）令和５年６月２７日、審査請求人が処分庁に来庁し、賃貸借契約解除日が

令和５年７月末に変更となったこと、新規入居者が決定したためこれ以上

の延長は不可であったことを述べた。審査請求人から再度転居費用支給に

ついて相談があったため、処分庁の担当者は、課長通知第７問３０答に照ら

し、転居要件に該当していないと考えられるため、支給は難しいと伝えた。 

また、処分庁の担当者は、審査請求人に対し、令和５年８月以降の生活拠

点について、このままでは住居を喪失してしまうことから、救護施設への入

所を提案したが、審査請求人はこれを拒否した。 

（８）令和５年７月６日、審査請求人が処分庁に来庁し、敷金等の支給を求める

本件申請書を提示した。処分庁の担当者は、審査請求人に対し、見積書等金

額が確認できる書類はあるか確認したところ、審査請求人は、ないと答えた。

審査請求人は、見積書等がなければ申請ができないのかと述べたため、処分

庁職員は、申請ができないわけではないが、後日挙証資料の提出を求めるこ

とになる旨説明した。すると、審査請求人は、見積書等を添えて日を改めて

申請をすると述べ、退庁した。 

（９）令和５年７月１０日、審査請求人が来庁し、転居費用の見積書を持参し、

住宅扶助（敷金等）９１,９００円の支給を求める本件申請書を提出した。 
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（１０）令和５年７月１８日、審査請求人は処分庁に対し、本件申請に至るまで

の経過を記した文書を提出した。当該文書にはおおむね前記の経過に加え、

最後に、「市側は私の病気療養について、継続的通院、服薬が必要であると

考えると言われていましたが、私の主張も踏まえてもらいたい」との記載が

あった。なお、審査請求人は○○○にり患しており、処分庁からは処方薬が

切れないよう、かかりつけの病院に定期的に通院するよう依頼しているが、

審査請求人は「しんどい時」に服薬するという程度の考えで定期的通院につ

いては否定的見解を有しており、本件居住地に居住することで病状が増悪

しているような事情を根拠づける事実は見当たらなかった。 

（１１）令和５年７月２０日、処分庁は、本件申請について、ケース診断会議を

行った。本件における賃貸借契約解除は、審査請求人自らが「賃貸借契約解

約通知書」をＡ社に提出したことが原因であり、課長通知第７問３０答に列

挙されている転居要件に該当していないと判断し、本件申請を却下するこ

とを決定した。 

（１２）令和５年７月２１日付で、処分庁は、本件処分を行った。本件処分の理

由については、「あなたから申請のあった住宅扶助（敷金等）について、当

所にてケース診断会議を実施しました。ケース診断会議の結果、令和５年７

月３１日付けでの賃貸借契約解除に伴う転居について、あなたが管理会社

（中略）〔Ａ社〕に対し、解約を申し出たことにより、賃貸借契約解除が決

定したと判断しました。（中略）〔局長通知〕局第７－４－（１）－カ （中

略）〔課長通知〕（第７の〔問〕３０）答に列挙されている転居要件に該当し

ていないと判断し、敷金等の支給は認められません。よって住宅扶助（敷金

等）の申請について却下するものです。」と記載されていた。 

（１３）令和５年７月２４日、審査請求人は、本件審査請求を行った。 

 

３ 判断 

（１）処分庁は、令和５年７月１０日付けで審査請求人から住宅扶助としての

転居に伴う費用の支給を求めて本件申請があったものの、審査請求人が本

件住居の賃貸人であるＡ社に対し解約を申し出ており、局長通知第７の４

（１）カ及び課長通知第７問３０答に照らし、転居に際しての敷金等の支

給が認められないことから、同月２１日付けで本件申請を却下する本件処

分を行ったことが認められる。 

（２）審査請求人は、本件住居の賃貸借契約解除の理由は債務不履行による解

除であることから、転居費用を支給しないとする本件処分は不当であると

主張する。 

局長通知第７の４（１）カのとおり、敷金等については、「被保護者が

転居に際し、敷金等を必要とする場合」には、一定の範囲内において「必
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要な額を認定して差しつかえないこと」とされている。また、「転居に際

し、敷金等を必要とする場合」について、課長通知第７問３０答１４のと

おり、「家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新

の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場

合」とされている。さらに、課長通知第７問３５答のとおり、不動産手数

料及び保証料等については、敷金等として、必要やむを得ない場合は、転

居に際し必要なものとして認定して差しつかえないとされている。 

（３）本件について検討すると、①審査請求人は、Ａ社との間で、貸主をＡ

社、借主を審査請求人とし、本件住居について、契約期間を令和４年８月

１０日から令和６年８月９日までとする賃貸借契約を締結しており、貸主

から契約解除する場合は、あらかじめ解約する６ヶ月以前に書面にて通知

をすることが必要であるものの、Ａ社から審査請求人に対し、解約日の６

ヶ月以前に書面で通知した事実がないこと、②令和５年５月３１日、審査

請求人はＡ社に対し、同年６月３０日（最終的には７月３１日）をもって

本件住居を退居するとして、賃貸借契約を解約することを届け出たこと、

③同年６月１９日、処分庁はＡ社から、審査請求人が本件住居を退居する

ことになった経過等を聞き取り、審査請求人とＡ社の間で発生したトラブ

ルにより、審査請求人から退居を申し出たことをＡ社から確認したこと、

④同年７月１０日、審査請求人は処分庁に対し、本件住居からの引越費用

（仲介手数料等）として、住宅扶助９１,９００円の支給を求める本件申

請を行ったこと、⑤同月２０日、処分庁はケース診断会議を開催し、本件

住居の賃貸借契約解除は、審査請求人自身が解約を申し出ており、Ａ社と

の間で合意解除又はこれに準じる賃借人の事由に基づく解除を行ったもの

と解されることから、局長通知第７の４（１）カ及び課長通知第７問３０

答に照らし、敷金等の支給の可否を検討したところ、敷金等の支給は認め

られず、本件申請の却下を決定したことが認められる。 

（４）本件は、審査請求人がＡ社に対し、管理上のトラブルから賃貸借契約を

解除する旨を申し出て、これに対し貸主であるＡ社が合意したということ

に過ぎず、むしろＡ社が審査請求人の退去時期についても可能な限り配慮

した事情も踏まえると、物件の貸主であるＡ社から審査請求人に対し、一

方的に契約解除を通知したと評価することはできず、「家主が相当の理由

をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入

れを行ったことにより、やむを得ず転居をする場合」とは認められない。 

また、審査請求人には、「現に居住する住宅等において、賃貸人又は当

該住宅を管理する者等から、居室の提供以外のサービス利用の強要や、著

しく高額な共益費等の請求などの不当な行為が行われていると認められる

ため、他の賃貸住宅等に転居する場合」や「病気療養上著しく環境条件が
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悪いと認められる場合」に該当する事情も認められないことから、局長通

知第７の４（１）カ及び課長通知第７問３０答に照らし、本件申請を却下

した処分庁の判断に違法又は不当な点はなく、審査請求人の主張は採用で

きない。 

（５）以上のとおり本件処分に違法又は不当な点は認められないため、本件審

査請求は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第４５条第２項の

規定により、棄却すべきである。 

 

第６ 付言 

当審査会における前記判断を左右するものではないが、以下付言する。 

本件審査請求においては、令和５年１０月１２日に処分庁から審査請求人に

対し弁明書の送付及び反論書の提出を求めた旨記録されているが、そのあと令

和７年６月５日に審査請求人に反論書の提出を再度求めるまで、約１年８か月

の間審理が行われた記録がない。 

この点、審査庁に質問したところ、事情は次のとおりであった。すなわち、

審理手続中に審査請求人に送付した文書が返送されたことから、審査庁は処分

庁に対し所在調査を行ったところ、処分庁より、審査請求人が○○・○○及び

○○されたとの回答を得た。そこで、審査庁が再度調査を行ったところ、審査

請求人が○○○○○に令和６年８月５日に○○し、令和７年１月２０日に○○

した事実が判明し、その後審査請求人に架電し、現在の居所地について回答が

あったため、聞き取った居所地宛てに送付したということであったとのことで

あった。 

このように、審理手続の途中で審査請求人の居所地が変わり、審査庁に対し、

審査請求人からの届出もなかったことから、居所地の調査に時間を要したこと

が、審理に時間を要した大きな要因の一つであったと考えられる。 

もっとも、審査請求人の居所が当初不明であっても、令和５年１０月の文書

送付時から審査請求人が○○○○○○○されるまでは１０カ月近くあったこ

とから、その間処分庁その他に確認の上居所の把握は行い得たはずであるし、

○○○○○○○されていても文書のやり取りは可能であるものの、事実上反論

書の提出は困難であったであろうことを考慮しても、手続をこれだけの期間停

止させる理由にはならない。 

審査庁においては、行政不服審査法第２８条の趣旨を念頭におき、迅速かつ

公正な審理の実現のため、事務分担の見直しや事務の効率化に努め、審理手続

を計画的に進行させるべく工夫、努力することが今後も求められる。 

 

大阪府行政不服審査会第２部会 

委員（部会長）原田 裕彦 
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委員     海道 俊明 

委員     福島  豪 

 


